
令和６年度公益財団法人神奈川県スポーツ協会職員 求人票 
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名 称 公益財団法人神奈川県スポーツ協会（Kanagawa Sports Association） 

所在地 
〒221-085 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町 3-1 県立スポーツ会館内 

Tel：045-311-0653㈹ 

代表者 会長 岡 田 伸 浩 

創 立 

昭和１４年１０月１６日に創立、その後、昭和４６年に財団法人となる。

公益法人改革により、平成２４年４月１日より公益財団法人となり、令和

２年４月１日より、神奈川県体育協会から現在の神奈川県スポーツ協会と

なる。 

基本財産 ３６，１７０，１５０円 

目 的 

神奈川県内のアマチュアスポーツ団体相互の緊密な連携、協調を図ると

ともに、スポーツを振興し、もって神奈川県民の体力向上とスポーツ精神

の養成に寄与すること。 

事業内容 

・競技者の発掘・育成・強化に関すること  

・生涯スポーツの普及振興に関すること  

・青少年スポーツの普及振興に関すること  

・スポーツ医科学の普及振興に関すること  

・スポーツ振興等に係る広報に関すること  

・公立スポーツ施設の管理運営及び貸与の実施に関することなど  

加盟団体 
・競技団体５５団体 ・学校体育団体３団体 ・地域団体３３団体 

計９１団体 令和５年４月１日現在 

事務局機構 ２課体制（総務課、スポーツ振興課） 

予 算 ５００，３１６，０００円（令和５年度） 

職員数 事務局長ほか１９名 
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募 
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採用予定 常勤職員：若干名 

応募に要 

する書類 

①履歴書（直筆、写真添付） ②成績証明書 ③卒業(修了)見込証明書 

④特殊技能等については、その資格証明書（写） ⑤小論文（直筆） 

テーマ「スポーツと私」(800 字程度) 

※応募に要する書類に記載の個人情報については、本会の採用に伴う試験

等のみに使用し、本会が責任を持って管理し、使用後は本会にて処分し

ます。返却はいたしません。 

応募の条件 

① ４年制大学若しくは大学院を卒業した者、又は、令和６年３月に卒業(修

了)見込みの者で、平成１１年４月２日以降に誕生の者  

②社会人として必要な一般常識、判断力、表現力等のほか、次の能力を持

つことが望ましい。  

・広くスポーツに関心があり、協調性に優れていること。  

・スポーツマネジメントに関する知識が豊かなこと。  

・ＯＡ機器等情報処理能力（特に Office 系ソフトの操作）を有している

こと。 
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法人説明会 

日 時：令和５年 ６月１４日（水）１４時から 

会 場：県立スポーツ会館２階 会議室 

    横浜市神奈川区三ツ沢西町 3-1 

※ 6 月 9 日(金)までに件名を「職員採用に関する法人説明会」として、

氏名・ふりがな・生年月日・性別・大学学部名（大学院専攻名）を

soumu@sports-kanagawa.com までメールすること。 

応募書類の 

受付期間 

令和５年 ６月１５日（木）から ８月 ２日（水） 

※簡易書留または、宅配便にて送付のこと。 

採用試験 

１ 書類選考 

２ １次試験（書類選考合格者のみ） 

 ・日 時 令和５年 ８月 ９日（水）９時３０分から 

 ・場 所 県立スポーツ会館会議室（横浜市神奈川区三ツ沢西町 3-1） 

 ・内 容 筆記試験、面接等 

３ ２次試験（１次試験合格者のみ） 

 ・期 間 令和５年 ８月２４日（木）から ９月 ６日（水） 

 ・場 所 県立スポーツ会館会議室（横浜市神奈川区三ツ沢西町 3-1） 

 ・内 容 ２日間程度の職場実習による業務適性試験（上記期間で調整） 

４ ３次試験 

 ・期 日 令和５年 ９月下旬（詳細は２次試験合格者へ通知する） 

 ・場 所 県立スポーツ会館会議室（横浜市神奈川区三ツ沢西町 3-1） 

 ・内 容 面接 

選考方法 書類選考、筆記試験、実習、面接試験 

勤務地 県内（横浜市「事務局、スポーツ会館」、藤沢市「スポーツセンター」） 
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勤務時間 

（事務局、スポーツ会館）  

①  ８時３０分から１７時１５分（休憩１２時から１３時） 

② １２時４５分から２１時１５分（休憩１６時から１７時） 

※ 在宅勤務制度、時差出勤制度あり。  

（スポーツセンター）  

①  ８時００分から１６時４５分（休憩１２時から１３時） 

② １３時１５分から２２時００分（休憩１６時から１７時）  

休日・休暇 

週休２日 

（事務局、スポーツ会館：原則土・月または、日・月のローテーション） 

（スポーツセンター：原則月と勤務割振りによる１日） 

休暇２０日（初年度は、１５日） 

そのほか、年末年始休暇、夏季休暇あり 

業務内容 スポーツ振興事業の企画・立案、スポーツ施設の管理・運営、経理業務など 

給 与 

（参考） 

大卒初任給 

 ２１４，８７６円（本給、地域手当含む）ほか、通勤手当など支給 

期末手当 年２回（６月、１２月）支給率：年間４．４０月（令和５年度実績） 

社会保険 健康保険、厚生年金、雇用・労災保険等の加入 

退 職 
退職金：勤続１年以上の者に支給 

定 年：満６５歳となった年度の３月３１日 
 


